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議案第  １０６  号  

 

令和３年度芽室町簡易水道特別会計補正予算（第３号）  

 

 令和３年度芽室町簡易水道特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２９，８２６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ５２０，１８３千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、  

 「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 （地方債の補正）  

第２条  地方債の変更は、「第２表  地方債補正」による。  

 

 

  令和４年３月２３日提出  

 

 

                         芽  室  町  長   手   島    旭  



款 項

（単位：千円）

第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

 1 分担金及び負担金

 2 使用料及び手数料

 3 財産収入

 4 繰　入　金

 6 諸　収　入

 7 町　　　債

          歳　　　　　　　　入

 1 負　担　金

 1 使　用　料

 2 手　数　料

 1 財産売払収入

 1 他会計繰入金

 2 雑　収　入

 1 町　　　債

合　　　　　　　　計

          1,512          1,085            427

         52,681

         52,648

             33

              1

              1

         52,278

         52,278

              2

              1

        438,900

        438,900

        550,009

          1,085

          3,909

          3,892

             17

             43

             43

       △25,951

       △25,951

         17,688

         17,688

       △26,600

       △26,600

       △29,826

          1,512

         56,590

         56,540

             50

             44

             44

         26,327

         26,327

         17,690

         17,689

        412,300

        412,300

        520,183

補 正 前 の 額 補 正 額 計

            427
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款 項

（単位：千円）
　歳　出

 1 簡易水道費

 2 公　債　費

          歳　　　　　　　　出

 1 総務管理費

 2 建設事業費

 1 公　債　費

合　　　　　　　　計

        490,350       △29,745        520,095

        475,765

         28,914

         28,914

        550,009

        △4,374

       △25,371

           △81

           △81

       △29,826

         39,956

        450,394

         28,833

         28,833

        520,183

補 正 前 の 額 補 正 額 計

         44,330
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（変更） （単位　千円）

（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び金融機関
等の資金につい
て、利率の見直
しを行った後に
おいては、当該
見直し後の利
率）

証券発行 （ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び金融機関
等の資金につい
て、利率の見直
しを行った後に
おいては、当該
見直し後の利
率）

　ただし、町財政の都合によ
り、据置期間及び償還期限を
短縮し、若しくは繰上償還又
は低利に借換することができ
る。

年3.0％

第 ２ 表　　　地　方　債　補　正　　

起債の目的
補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

限度額

以内又は

　政府資金又は金融機関等の
融通条件による。

償　還　の　方　法

以内

　政府資金又は金融機関等の
融通条件による。

簡易水道施設整備 証書借入 年3.0％412,300438,900 証書借入

償　還　の　方　法起債の方法 利　　率 限度額 起債の方法 利　　率

事業
　ただし、町財政の都合によ
り、据置期間及び償還期限を
短縮し、若しくは繰上償還又
は低利に借換することができ
る。

又は
証券発行
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款

（単位：千円）

歳入歳出予算事項別明細書

１　総　括

 1 分担金及び負担金

 2 使用料及び手数料

 3 財産収入

 4 繰　入　金

 6 諸　収　入

 7 町　　　債

    　　　　歳　　　　入　　　　合　　　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

            427

         52,681

              1

         52,278

              2

        438,900

        550,009

          1,085

          3,909

             43

       △25,951

         17,688

       △26,600

       △29,826

          1,512

         56,590

             44

         26,327

         17,690

        412,300

        520,183

　歳　入
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款

（単位：千円）

 1 簡易水道費

補 正 前 の 額 補 正 額 計

        520,095        △29,745         490,350

　歳　出

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他
一 般 財 源

 2 公　債　費

　歳　　　出　　　合　　　計　

         28,914

        550,009

           △81

       △29,826

         28,833

        520,183

              0        △26,600        △22,219          19,074

              0

              0

              0

       △26,600

        △2,587

       △24,806

          2,506

         21,580

－ 6 －



目
節

区 分 金 額
説 明

(款) 1 分担金及び負担金                    (項) 1 負　担　金

    担金                                                    担金

   2量水器口径別負          68         901          969    1量水器口径別負          901

    担金                                                    担金

         計                427       1,085        1,512

(款) 2 使用料及び手数料                    (項) 1 使　用　料

   1水道使用料          52,648       3,892       56,540    1水道使用料            3,827

   001 簡易水道事業負担金                                   184

 001 量水器口径別負担金                                     901

   001 量水器口径別負担金                                   901

 001 上美生地区簡易水道使用料                             △130

   001 上美生地区簡易水道使用料                           △130

 002 美生地区簡易水道使用料                                 470

   001 美生地区簡易水道使用料                               470

 003 河北地区簡易水道使用料                               3,487

   001 河北地区簡易水道使用料                             3,487

 001 水道使用料滞納繰越分                                    65

   001 水道使用料滞納繰越分                                  65

 001 給水工事設計審査等手数料                                17

   001 給水工事設計審査等手数料                              17

                                                           2滞納繰越分               65

         計             52,648       3,892       56,540

(款) 2 使用料及び手数料                    (項) 2 手　数　料

   1設計審査手数料          33          17           50    1設計審査手数料           17

         計                 33          17           50

   1簡易水道事業負         359         184          543    1簡易水道事業負          184  001 簡易水道事業負担金                                     184

－ 7 －

補正前の額 補  正  額     計    

（単位：千円）



目
節

区 分 金 額
説 明

(款) 3 財産収入                            (項) 1 財産売払収入

         計                  1          43           44

(款) 4 繰　入　金                          (項) 1 他会計繰入金

   1一般会計繰入金      52,278    △25,951       26,327    1一般会計繰入金     △25,951

   001 検満量水器売払代金                                    43

 001 一般会計繰入金                                    △25,951

   001 一般会計繰入金（公債費元金）                     △1,018

   002 一般会計繰入金（公債費利子）                     △1,569

         計             52,278    △25,951       26,327

   003 一般会計繰入金（施設管理費）                    △23,364

 002 消費税還付金                                        17,668

   001 消費税還付金                                      17,668

 003 消費税還付加算金                                        20

   001 消費税還付加算金                                      20

(款) 6 諸　収　入                          (項) 2 雑　収　入

   1雑　　　入               1      17,688       17,689    1雑　　　入           17,688

         計                  1      17,688       17,689

   1物品売払収入             1          43           44    1物品売払収入             43  001 検満量水器売払代金                                      43

－ 8 －

補正前の額 補  正  額     計    

（単位：千円）



目
節

区 分 金 額
説 明

(款) 7 町　　　債                          (項) 1 町　　　債

         計            438,900    △26,600      412,300

   001 簡易水道施設整備事業債                          △26,600

   1簡易水道事業債     438,900    △26,600      412,300    1簡易水道事業債     △26,600  001 簡易水道施設整備事業債                            △26,600
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補正前の額 補  正  額     計    

（単位：千円）



目

節

区 分 金 額
説 明

(款) 1 簡易水道費                       (項) 1 総務管理費

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 道

支 出 金
地 方 債 そ の 他

一般財源

  1一般管理費      44,330    △4,374      39,956                         △23,347     18,973 10 需  用  費    △2,248

                                                 （入）一般会計繰入金    △23,364

                                                 （手）給水工事設計審査等手数料

                                                                               17

 11 役  務  費

 12 委  託  料

 13 使用料及び

    賃借料

     △244

   △1,785

      △97

    北）施設維持管理事業  △4,348

   10 需用費              △2,248

     001 消耗品費            △10

     003 電気料             △896

     021 消毒用薬品費     △1,342

   11 役務費                △221

     008 水質検査手数料     △221

   12 委託料              △1,782

     006 電気保守点検委託料  △23

     021 電気計装保守点検委託料

                             △66

     023 浄水場清掃委託料    △68

     024 浄水場内草刈委託料  △30

     025 簡易水道管路地図情報シ

         ステム導入委託料 △1,595

   13 使用料及び賃借料       △97

     006 重機借上料          △97

 ◎ 簡易水道使用料収納事務   △26

   11 役務費                 △23

     021 自動振替手数料      △22

     022 払込料金手数料       △1

   12 委託料                  △3

     021 検針業務委託料       △3

      計           44,330    △4,374      39,956                         △23,347     18,973

 ◎ 簡易水道（上美生・美生・河

－1 0－

補正前の額 補 正 額 計

（単位：千円）



目

節

区 分 金 額
説 明

(款) 1 簡易水道費                       (項) 2 建設事業費

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 道

支 出 金
地 方 債 そ の 他

一般財源

  1配水本管整      65,593    △1,328      64,265               △3,800        184      2,288 14 工事請負費    △1,328

   備費

                                                 （地）簡易水道施設整備事業債

                                                                          △3,800

                                                 （負）簡易水道事業負担金     184

  2給水設備費       3,160      △329       2,831                              944    △1,273 14 工事請負費      △275

                          △1,328

   14 工事請負費          △1,328

     003 上美生配水管布設換工事

                          △1,328

 ◎ 簡易水道給水設備事業    △329

   14 工事請負費            △275

                                                 （負）量水器口径別負担金     901

                                                 （財）検満量水器売払代金      43

 17 備品購入費       △54      001 検満量水器更新工事 △275

   17 備品購入費             △54

     002 検満用量水器        △54

     △914  8 旅      費        △5  ◎ 簡易水道施設整備事業 △23,714

   08 旅費                    △5

 14 工事請負費   △10,703      001 職員旅費             △5

   14 工事請負費         △10,703

 18 負担金補助   △13,006      001 上美生浄水場配水池土木

    及び交付金          工事             △3,773

     002 上美生浄水場配水池建築

         工事             △2,090

     003 上美生浄水場配水池電気

  3施設整備費     407,012   △23,714     383,298              △22,800

                                                 （地）簡易水道施設整備事業債

                                                                         △22,800

         工事             △4,840

 ◎ 簡易水道配水本管等整備事業

－1 1－

補正前の額 補 正 額 計

（単位：千円）



目

節

区 分 金 額
説 明

(款) 1 簡易水道費                       (項) 2 建設事業費

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 道

支 出 金
地 方 債 そ の 他

一般財源

      計          475,765   △25,371     450,394              △26,600      1,128

(款) 2 公　債　費                       (項) 1 公　債　費

  1元　　金        25,146          0      25,146                          △1,018

       101

     1,018

                         △13,006

     001 河北地区営農用水事業負

         担金            △13,006

                                                 （入）一般会計繰入金     △1,018

     1,488 22 償還金利子       △81  ◎ 長期債利子償還           △81

    及び割引料    22 償還金利子及び割引料   △81

     001 利子償還金          △81

     2,506

  2利　　子         3,768       △81       3,687                          △1,569

                                                 （入）一般会計繰入金     △1,569

      計           28,914       △81      28,833                          △2,587

   18 負担金補助及び交付金

－1 2－

補正前の額 補 正 額 計

（単位：千円）


